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参加しましょう！森林づくり推進事業実施要領 
 

（制定令和７年（2025年）4月25日付け令７森林企画第97号） 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、参加しましょう！森林づくり推進事業（以下「事業」と

いう。）を実施するため必要な事項を定めるものとする。 

２ この事業の実施については、山口県補助金等交付規則（平成18年山口県規則

第138号。以下「規則」という。）及び参加しましょう！森林づくり推進事業補

助金交付要綱（以下「要綱」という。）に定めるほか、この要領によるものと

する。 

 

（事業計画書等の提出） 

第２条 申請者は、要綱第５条に定める事業計画書、収支予算書及び別記第１号

様式により団体調書（以下「事業計画書等」という。）を作成し、当該事業の

施行地を管轄する農林水産事務所長又は、農林事務所長（以下「所長」という。）

を経由して知事に提出するものとする。 

２ 申請者は事業計画書等の作成にあたっては、別表１の採択要件を満たすもの

とする。 

３ 所長は、前項の事業計画書等を受理したときは、審査・取りまとめの上、知

事に提出するものとする。 

 

（事業計画書等の審査・認定） 

第３条 知事は、提出された事業計画書等について内容を確認の上、別に定め

る有識者による「参加しましょう！森林づくり推進事業補助金審査委員会

（以下「審査会」という。）」を開催し、計画内容の適否について審査を行

う。 

２ 知事は、適当と認められる事業計画書等については、これらを認定する。 

３ 知事は、事業計画書等の認定の可否について、別記第２号様式により申請

者及び所長に通知する。 

４ 別記第２号様式により採択通知を受けた申請者は、要綱第５条の規定に

より、補助金交付申請書を所長に提出するものとする。 

また、「森林づくり活動の活性化支援事業」において、事業実施期間を複

数年とする申請者は、単年度ごとの事業内容等を明確にしたうえで、事業計

画書等を必要年数分作成するものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第４条 所長は、要綱第５条の規定により申請者から提出された補助金交付申請

書の内容を審査し、適当と認められる場合は、補助金交付の決定通知を別記第

３号様式により行うものとする。 
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２ 所長は、前項の通知をしたときは、関係書類を添えて知事に報告するものと

する。 

 

（事業の実施方法等） 

第５条 申請者は、別表２に定める事項を遵守し、円滑かつ効果的な事業の実施

に努めるものとする。 

 

（財産の管理） 

第６条 申請者は、当該事業により取得し、または効用が増加した財産（以下

「取得財産等」という。）を善良な管理者の注意をもって管理しなければな

らない。  

２ 申請者は、取得財産等について、別記第４号様式を備え、管理するととも

に、要綱第７条に定める別記第３号様式に添付しなければならない。  

 

（財産の処分の制限）  

第７条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加

価格が、50万円（税込）以上の財産とする。  

２ 前項の財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令」（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）に基づくものとし、その該当

償却期間においては、適切に整備、保管すること。  

 

（財産の処分）  

第８条 申請者は、前条の第２項の規定により定められた期間内において、処

分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、別記第５号様式を

あらかじめ所長に提出し、知事の承認を受けなければならない。  

 

（事業内容の変更の承認） 

第９条 所長は、要綱第６条の第２項に定める事業内容の変更承認申請があった

場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を申請者に対し別記

第６号様式により通知するとともに、関係書類を添えて知事に報告するものと

する。 

 

（補助金の額の確定） 

第10条 所長は要綱第７条に定める実績報告書の提出があった場合は、その内容

を審査し、別記第７号様式により、事業完了の確認を行うものとする。 

 

２ 補助金の額を確定したときは、別記第８号様式により、申請者に通知すると

ともに、関係書類を添えて知事に報告するものとする。 
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（その他） 

第11条 この要領に定めるもののほか、この事業に必要な事項は別に定める。 

 

 附 則 

 この要領は、令和７年４月25日から施行し、令和７年度事業から適用する。 
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別表１ 

参加しましょう！森林づくり推進事業の採択要件等について 

 

各事業の採択に必要な要件は、以下のとおりとする。 

事業採択については、森林ボランティア団体等ごとに、各事業１回限りの補

助とする。（番号１、複数年採択が認められたものは、除く。） 

ただし、番号４については、取組内容が異なる場合は 2 回目以降も補助対

象とする。 

 

 

 

 

番

号  

事業名  採択要件  

 

１ 

 

交流活動実践支援事業 

 

・他の森林ボランティア団体等と協働で行う活動であるこ

と。 

・活動フィールドの拡大や、新規会員の募集等、新たな

活動とすること。 

 

２ 

 

広域連携支援事業 

 

・新たに設立した協議会等の規約を定めること。 

・規約については、事務処理、会計処理、財産管理等

の連携した団体の設立・運営に必要な事項について、

定められていること。 

森林環境活動強化支援 

 

３ 

 

森林づくり活動の 

活性化支援事業 

 

・過去に森林整備の活動実績があること。 

・従来の活動の継続ではなく、活動フィールドの拡大や、

新規会員の募集等、活動が活性化する新たな取組を

実施すること。 

・事業採択後、一定期間（概ね５年間）、森林整備を継

続して行うことができること。 

 

４ 

 

森林環境教育・体験 

交流活動支援事業 

・小中学生や都市に住む親子等を対象に、年間、概ね 

１００名（延べ人数）が参加する森林環境教育や体験交

流活動を実施すること。 

・従来の活動の継続ではなく、新たな取組を実施すること。 

・原則、公募により参加者を募ること。 

・事業採択後、一定期間（概ね５年間）、森林環境教育

や体験交流活動等を行うことができること。 
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別表２  
各事業の実施方法等 

１ 共通 

（１）申請者は、本補助金の適正な執行及び会計経理を行うこと。任意様式の活動記録兼作業写真整理帳に、活動の日時、内容等を記録すること。 

また、本補助金の交付を受けた申請者は、次に掲げる事項に留意して会計経理を行うものとする。 

ア 本補助金の使用は、活動計画書の記載内容に基づいて行い、その都度領収書等支払を証明する書類を受領し、保管しておくこと。 

イ 金銭の出納は、金銭出納簿より行うこと。あわせて、申請者専用の預金口座等を利用すること。 

（２）申請者は、本補助金に係る活動の一部を当該活動団体以外の者に委託することができる。 

ただし、補助金交付決定額の５０％以内とし、森林づくり活動等の参加者増に効果のあるものに限る。 

また、委託をする場合、申請者は、委託先の作業内容を適切に監督することとする。 

（３）補助事業グループが当該事業により導入した資機材を貸与する場合は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。 

使用目的、使用期間、故障等が発生した場合の管理責任及び修繕費用、貸与料（維持管理上最低限度額とする）、目的外使用の禁止等を書

面により明らかにすること。 

また、貸与を希望する森林ボランティア団体等（個人は不可）に対して、正当な理由がない限り、貸与を拒んではならない。 

２ 各事業別 

事業区分 事業期間 委託費上限額 当該事業以外の資機材の貸与 
番号 事業名 

１ 交流活動実践支援事業 単年 補助金交付決定額の 

50％以内 

不可 

２ 
広域連携支援事業 単年 

可 
（営利行為を目的とする貸与は、不可） 

 
３ 

森林環境活動強化支援 

 
森林づくり活動の活性化支援事業 

複数年 

（1～３） 
※１ 

 

補助金交付決定額の 

50％以内 

 
 

不可 

４ 森林環境教育・体験交流活動支援事業 単年 

※１ 審査会で複数年の事業実施が「適」とされた計画については、最長３ヶ年（連続年のみ）の補助金交付対象とする。 

補助上限額は、実施計画期間に関わらず1,000千円を上限とする。 

また、次年度の補助金を保証するものではなく、３ヶ年の計画が認められた場合であっても、予算の都合等により、補助金額の減額や補助の終了となる場合がある。 

さらに、補助金の交付申請及び交付決定は年度毎に行い、前年度事業の評価を行い、必要により再度審査会に諮り、補助金額の減額や補助の終了となる場合がある。
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別記第１号様式（第２条関係） 

団体調書 

団体名  

代表者 

役職氏名 
役職名

 
 氏名

 
 

所在地等 
住所： 

ＴＥＬ：               FAX： 

E-mail： 

設立年月 年   月 会員数 
名 

（  年  月現在） 

 

 
団体の設立 
目的と概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な活動実績 
（これまでの取組） 

 

（文章に加えて活動状況がわかる写真を２～３枚添付してください。） 

新たな取組  

｛従来の活動（取組）との違いを明確にすること｝ 

 
（例）森林整備内容の追加・変更、新規参加者の募集方法の拡充、 

組織力強化に向けた取組等  

 ※この他に規約・会則等、団体の概要が分かる資料を添付してください。 

 

担当者氏名 役職名  氏名  

担当連絡先 
住所： 

TEL：                FAX： 

E-mail: 
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別記第２号様式（第３条関係） 

  森 林 企 画 第   号 

     年 ( 2 0  年 )  月  日 

 

（団体名 代表者氏名）  様 

 

      山口県農林水産部長  

 

年度参加しましょう！森林づくり推進事業の審査結果について 

 

 年   月   日付けで応募のあった   年度参加しましょう！

森林づくり推進事業の事業計画書等について、内容を審査した結果、事業採択（不

採択と）することを決定しましたので通知します。 

また、下記金額を補助金として交付する予定です。 

つきましては、別添の参加しましょう！森林づくり推進事業補助金交付要綱第

５条に基づく補助金交付申請書を所管の農林（水産）事務所に提出してください。 

なお、事業実施にあたっては、下記事項に留意されるようにお願いします。 

 

記 

１ 補助金交付予定額 

（     ）円 

 

２ 留意事項 

（１）共通事項 

 

（２）個別事項 

 

森林企画課事業体支援班 

担当： 

TEL  

FAX  
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別記第３号様式（第４条関係） 

                                指令    第      号 

 

                  所在地  

                 団体等の名称 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった  年度参加しましょう！森林づ

くり推進事業補助金については、山口県補助金等交付規則第４条の規定に基づ

き、下記の補助条件を付して金       円を交付します。 

 

年（  年） 月  日 

                                       山口県知事        ㊞ 

記 

１ 補助金交付の対象となる事業は、  年  月  日付けで申請のあった参

加しましょう！森林づくり推進事業（以下「補助事業」という。）とし、その

内容は、申請書記載のとおりとする。 

２ 補助事業の内容が変更された場合における補助金の額については、別に通知

する。 

３ 補助金交付の条件は、別添「参加しましょう！森林づくり推進事業補助金補

助条件書」のとおりとする。 
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別添 

参加しましょう！森林づくり推進事業補助金補助条件書 

 

 

１ 申請者は、山口県補助金等交付規則（平成 18 年山口県規則第 138 号）、参加

しましょう！森林づくり推進事業補助金交付要綱（令和７年 3 月 25 日付け令 6

森林企画第 705 号）、参加しましょう！森林づくり推進事業実施要領（令和７

年４月 日付け令７森林企画第   号）の定めるところに従うこと。 

 

２ 申請者は、各事業の実施期間中、当該事業が「やまぐち森林づくり県民税」

により、実施していることについて、県民に周知できる場所に看板等を掲示の

上、写真等の記録を保存し、実績報告書に添付すること。 

 

３ 申請者は、当補助事業により、１０万円（税込）以上で購入した財産につい

ては、以下の事項が外観から、長期間（耐用年数を目途）他者が判読できるよ

うにすること。 

（１）取得年度 

（２）やまぐち森林づくり県民税 

（３）申請者名 

 

４ 申請者は、事業計画書等の参加者人数について、計画数の３割以上減となっ

た場合は、実績報告書に理由書を添付すること。 

 

５ 申請者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を、当該事業終了の翌年度から起算して

５年間整備保管すること。 

 

６ 知事は、申請者が、知事の付した条件に違反した場合には、申請者に対して

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 
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別記第４号様式（第６条関係） 

 

取得財産等管理台帳 

財産名 取得年月日 
規 

格 

単 

位 

数 

量 

単 価 

(円) 

金 額 

(円) 
保管場所 

        

 

（記載注意） 

１ 対象となる取得財産等は、取得価格又は効果の増加価格が１０万円（税

込）以上の財産とする。 

２ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異

なる場合は、分割して記載のこと。  
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別記第５号様式（第８条関係） 

 

  年  月   日 

 

 山口県知事      様 

 

                  申請者 

                   所在地  

                   団体等の名称              

                   代表者氏名       

 

年度参加しましょう！森林づくり推進事業補助金に係る 

財産処分承認申請書 

 

  年  月  日付け指令  第  号をもって（変更）交付決定の通知が

あった上記の補助金について、当該事業により取得した財産を下記のとおり

処分したいので、参加しましょう！森林づくり推進事業実施要領第８条の規

定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 取得財産の品目及び取得年月日 

 

２ 取得価格及び時価 

 

３ 処分の方法 

 

４ 処分の理由 
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別記第６号様式（第９条関係） 

                                         指令    第      号 

 

                   申請者 

                   所在地  

                   団体等の名称              

                   代表者氏名       

 

    年  月  日付け  第   号で申請のあった  年度参加しま

しょう！森林づくり推進事業補助金については、申請のとおりこれを承認し、下

記のとおり変更します。 

 

年（  年） 月  日 

 

                                        山口県知事        ㊞ 

記 

 

   １ 補助金額の変更は次のとおりとする。 

 既交付決定額 今回交付決定額 

円 

 

円 

 

   ２ 補助条件については、 年  月  日付け指令  第  号による

交付決定通知のとおりとする。 
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別記第７号様式（第 10 条関係） 

年  月  日 

 

農林（水産）事務所長    様 

                                               調査者 職 氏名 

 

 年度参加しましょう！森林づくり推進事業完了確認調書 

 

     年  月  日付け指令  第   号で交付決定のあった標記事

業にいては、別添の実績報告書に基づき下記のとおり完了を確認しました。 

 

記 

１ 事業の実績   

団体名  

実施場所  

活動名  

補助金額 円 

  

                    

２ 事業実施期間 

       年  月  日 ～     年  月  日   

 

３ 確認内容 

(1) 確認年月日 

 

(2) 確認方法 

 

(3) 確認結果 
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別記第８号様式（第 10 条関係） 

                                                        第     号 

                                                     年  月  日 

 

団体名 

代表者氏名   様 

 

                                         山口県知事        ㊞ 

 

  年度参加しましょう！森林づくり推進事業補助金の額の確定について 

 

  年  月  日付けで報告のあった 年度参加しましょう！森林づくり

推進事業の補助金については、金      円に確定します。 

 

 


